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経済・財政一体改革推進委員会 運営規則（改正案） 

平 成 2 7 年 ８ 月 1 0 日 

経 済 財 政 諮 問 会 議 

経済・財政一体改革推進委員会 

平成 27 年 12 月 25 日一部改正 

（委員会の運営） 

第１条 経済・財政一体改革推進委員会（以下「委員会」という。）の議事の手

続その他委員会の運営に関しては、法令及び経済財政諮問会議運営規則に定

めるもののほか、この運営規則の規定するところによる。 

（会長） 

第２条 会長は、委員会の事務を掌理する。 

２ 会長が委員会に出席できない場合は、あらかじめ会長の指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

（委員の欠席） 

第３条 委員会に属する委員が委員会を欠席する場合は、代理人を委員会に出

席させ、又は他の委員に議決権の行使を委任することはできない。 

２ 委員会を欠席する委員は、会長を通じて、委員会に付議される事項につき、

書面により意見を提出することができる。 

（議事） 

第４条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

２ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合には、会長の

決するところによる。 

３ 会長は、委員会の議題等により必要があると認めるときは、第１項の規定に

かかわらず、委員の過半数が出席しない場合であっても、委員会を開くことが

できる。 

 （委員以外の者の出席） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他の関係

者の出席を求めることができる。 
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 （ワーキング・グループ） 

第６条 委員会は、必要に応じ、ワーキング・グループを設置することができる。 

２ ワーキング・グループへの委員の分属については、委員会の定めるところに

よる。但し、委員は、所属するワーキング・グループ以外のワーキング・グル

ープにオブザーバーとして参加することができる。 

３ ワーキング・グループには、その事務を管理するため、主査を置く。主査が

ワーキング・グループに出席できない場合は、あらかじめ主査が指名する委員

が、その職務を代理する。 

（議事内容等の公表） 

第７条 会長は、委員会における議事の内容等を、委員会終了後、遅滞なく、議

事要旨の公表その他の適当な方法により公表する。 

２ 前項の規定に関わらず、議事要旨等の公表が、我が国の利益に重大な支障を

及ぼすおそれがある場合は、会長が委員会の決定を経てその全部又は一部を

非公表とすることができる。 

（雑則） 

第８条 この運営規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が

定める。 
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経済・財政一体改革推進委員会の検討体制（改正案） 

 

 

 

 

 

（敬称略）  

経済・財政一体改革推進委員会 

社会保障 

ワーキング・ 

グループ 

社会資本整備等 

ワーキング・ 

グループ 

制度･地方行財政 

ワーキング・ 

グループ 

経済財政諮問会議 

（議長：内閣総理大臣） 

（会 長：新浪 剛史 

会長代理：伊藤 元重） 

  （主 査：榊原 定征） 

（主査代理：松田 晋哉） 

（主 査：高橋 進  ） 

（主査代理：羽藤 英二） 

（主 査：高橋 進 ） 

（主査代理：牧野 光朗） 

 

ワーキング・ 

グループ 

（主 査：伊藤 元重） 

（主査代理：大橋 弘 ） 

教育、産業・雇用等 
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経済・財政一体改革推進委員会 担当ＷＧ 

【社会保障ＷＧ】 

伊藤 元重 東京大学大学院経済学研究科教授 

主査 榊原 定征 東レ株式会社相談役最高顧問 

新浪 剛史 サントリーホールディングス株式会社代表取締役社長 

伊藤 由希子 東京学芸大学人文社会科学系経済学分野准教授 

鈴木 準 株式会社大和総研主席研究員 

古井 祐司  東京大学政策ビジョン研究センター特任助教 

松田 晋哉  産業医科大学医学部教授 

【社会資本整備等ＷＧ】 

主査 高橋 進 日本総合研究所理事長 

赤井 伸郎 大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 

大橋 弘  東京大学大学院経済学研究科教授 

羽藤 英二 東京大学大学院工学系研究科教授 

【制度・地方行財政ＷＧ】 

主査 高橋 進 日本総合研究所理事長 

新浪 剛史 サントリーホールディングス株式会社代表取締役社長 

佐藤 主光 一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

牧野 光朗 長野県飯田市長 

山田 大介 株式会社みずほ銀行常務執行役員 

【教育、産業・雇用等ＷＧ】 

主査 伊藤 元重  東京大学大学院経済学研究科教授 

伊藤 由希子 東京学芸大学人文社会科学系経済学分野准教授 

大橋 弘  東京大学大学院経済学研究科教授 

羽藤 英二 東京大学大学院工学系研究科教授 

牧野 光朗 長野県飯田市長 

山田 大介 株式会社みずほ銀行常務執行役員 

（敬称略） 
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